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個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】 住民課 戸籍住民登録係 

個人情報ファイルの名称 住民基本台帳システム 

行政機関等の名称 菰野町長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
住民課 

個人情報ファイルの利用目的 住民の居住関係を公証し、他の事務処理の基礎とするため 

記録項目 

1 氏名、2 生年月日、3 性別、4 世帯主氏名、5 続柄、6 住民と

なった年月日、7 住所、8 個人番号、9 住民票コード、10 戸籍

の表示、11国籍 

記録範囲 住民登録者 

記録情報の収集方法 本人又は代理人、他市町村からの通知等 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）菰野町総務課 

（所在地）〒510-1292 

三重県三重郡菰野町大字潤田 1250番地 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
住民基本台帳法第 14条第１項 

個人情報ファイルの種別 

■法第 60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル □有 ■無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
－ 

備考 

 

 



2 

個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】 住民課 戸籍住民登録係 

個人情報ファイルの名称 戸籍総合システム 

行政機関等の名称 菰野町長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
住民課 

個人情報ファイルの利用目的 本籍がある者の親族的身分関係を記録、管理し公証するため 

記録項目 

1 氏名、2生年月日、3 性別、4戸籍の表示、5、身分事項 

6 住所、7住所を定めた日  

記録範囲 菰野町に本籍を有する者 

記録情報の収集方法 戸籍届出、他市町村からの通知等 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）菰野町総務課 

（所在地）〒510-1292 

三重県三重郡菰野町大字潤田 1250番地 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
戸籍法第 113条－第 117条 

個人情報ファイルの種別 

■法第 60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル □有 ■無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
－ 

備考 

 

 



3 

個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】 住民課 戸籍住民登録係 

個人情報ファイルの名称 印鑑登録システム 

行政機関等の名称 菰野町長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
住民課 

個人情報ファイルの利用目的 印鑑登録の記録、管理をし公証するため 

記録項目 

1 氏名、2 生年月日、3 性別、4 住所、5、外国人住民の片仮名

氏名表記 

記録範囲 印鑑登録者 

記録情報の収集方法 本人及び代理人 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）菰野町総務課 

（所在地）〒510-1292 

三重県三重郡菰野町大字潤田 1250番地 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
－ 

個人情報ファイルの種別 

■法第 60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル □有 ■無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
－ 

備考 
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個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】    住民課 保険年金係   １ 

個人情報ファイルの名称 国保総合システム 〔ミサリオ〕 

行政機関等の名称 菰野町長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
住民課 

個人情報ファイルの利用目的 国民健康保険の資格・給付事務を行うため 

記録項目 

1.加入情報（世帯主名、世帯主住所、被保険者カナ氏名、生年

月日、性別、取得・喪失日、記号番号）、2.支給年月、3.診療

年月、4.口座情報、5.所得情報 

記録範囲 世帯主、被保険者 

記録情報の収集方法 本人又は被保険者、税務課、住民基本台帳システム 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含む 

記録情報の経常的提供先  

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）菰野町住民課 

（所在地）〒510-1292 

三重県三重郡菰野町大字潤田 1250番地 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
－ 

個人情報ファイルの種別 

■法第 60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル ■有 □無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
－ 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和４年１２月５日 
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個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】    住民課 保険年金係   ２ 

個人情報ファイルの名称 保険証リスト（国保） 

行政機関等の名称 菰野町長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
住民課 

個人情報ファイルの利用目的 保険証更新事務を行うため 

記録項目 

1.加入情報（世帯主名、世帯主住所、被保険者カナ氏名、生年

月日、性別、取得・喪失日、記号番号）、2.有効期限 

記録範囲 世帯主、被保険者 

記録情報の収集方法 国保総合システム 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先  

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）菰野町住民課 

（所在地）〒510-1292 

三重県三重郡菰野町大字潤田 1250番地 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
－ 

個人情報ファイルの種別 

■法第 60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル □有 ■無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
－ 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和４年１２月５日 



6 

個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】    住民課 保険年金係   ３ 

個人情報ファイルの名称 短期証リスト（国保） 

行政機関等の名称 菰野町長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
住民課 

個人情報ファイルの利用目的 短期証発行事務を行うため 

記録項目 

1.加入情報（世帯主名、世帯主住所、被保険者カナ氏名、生年

月日、性別、取得・喪失日、記号番号）、2.有効期限、3.収納

情報 

記録範囲 世帯主、被保険者 

記録情報の収集方法 国保総合システム 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先  

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）菰野町住民課 

（所在地）〒510-1292 

三重県三重郡菰野町大字潤田 1250番地 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
－ 

個人情報ファイルの種別 

■法第 60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル ■有 □無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
－ 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和４年１２月５日 
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個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】    住民課 保険年金係   ４ 

個人情報ファイルの名称 限度額認定証リスト（国保） 

行政機関等の名称 菰野町長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
住民課 

個人情報ファイルの利用目的 限度額認定証発行事務を行うため 

記録項目 

1.加入情報（世帯主名、世帯主住所、被保険者カナ氏名、生年

月日、性別、取得・喪失日、記号番号）、2.有効期限、3.所得

情報 

記録範囲 世帯主、被保険者 

記録情報の収集方法 国保総合システム 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先  

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）菰野町住民課 

（所在地）〒510-1292 

三重県三重郡菰野町大字潤田 1250番地 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
－ 

個人情報ファイルの種別 

■法第 60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル ■有 □無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
－ 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和４年１２月５日 



8 

個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】    住民課 保険年金係   ５ 

個人情報ファイルの名称 第三者行為リスト（国保） 

行政機関等の名称 菰野町長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
住民課 

個人情報ファイルの利用目的 第三者行為受付事務を行うため 

記録項目 

1.加入情報（世帯主名、世帯主住所、被保険者カナ氏名、生年

月日、性別、取得・喪失日、記号番号）、2.交通事故情報、 

3.相手（加害者）情報、4.任意保険情報 

記録範囲 世帯主、被保険者 

記録情報の収集方法 本人、被保険者、代理人、任意保険会社 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 三重県国民健康保険団体連合会 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）菰野町住民課 

（所在地）〒510-1292 

三重県三重郡菰野町大字潤田 1250番地 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
－ 

個人情報ファイルの種別 

■法第 60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル ■有 □無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
－ 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和４年１２月５日 
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個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】    住民課 保険年金係   ６ 

個人情報ファイルの名称 介護保険適用除外リスト（国保） 

行政機関等の名称 菰野町長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
住民課 

個人情報ファイルの利用目的 介護保険適用除外事務を行うため 

記録項目 

1.加入情報（世帯主名、世帯主住所、被保険者カナ氏名、生年

月日、性別、取得・喪失日、記号番号）、2.施設入所情報 

記録範囲 世帯主、被保険者 

記録情報の収集方法 本人、被保険者 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先  

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）菰野町住民課 

（所在地）〒510-1292 

三重県三重郡菰野町大字潤田 1250番地 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
－ 

個人情報ファイルの種別 

■法第 60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル ■有 □無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
－ 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和４年１２月５日 
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個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】    住民課 保険年金係   ７ 

個人情報ファイルの名称 特定医療費リスト（国保） 

行政機関等の名称 菰野町長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
住民課 

個人情報ファイルの利用目的 特定医療費事務を行うため 

記録項目 

1.加入情報（世帯主名、世帯主住所、被保険者カナ氏名、生年

月日、性別、取得・喪失日、記号番号）、2.所得情報 

記録範囲 世帯主、被保険者 

記録情報の収集方法 本人、被保険者、三重県 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 三重県 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）菰野町住民課 

（所在地）〒510-1292 

三重県三重郡菰野町大字潤田 1250番地 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
－ 

個人情報ファイルの種別 

■法第 60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル ■有 □無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
－ 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和４年１２月５日 
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個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】    住民課 保険年金係   ８ 

個人情報ファイルの名称 国民健康保険運営協議会委員名簿 

行政機関等の名称 菰野町長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
住民課 

個人情報ファイルの利用目的 国民健康保険運営協議会の運営事務 

記録項目 

1.委員情報（委員カナ氏名、委員住所、電話番号）、2．口座情

報 

記録範囲 国民健康保険運営協議会委員 

記録情報の収集方法 本人 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先  

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）菰野町住民課 

（所在地）〒510-1292 

三重県三重郡菰野町大字潤田 1250番地 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
－ 

個人情報ファイルの種別 

■法第 60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル □有 ■無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
－ 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和４年１２月５日 
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個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】    住民課 保険年金係   ９ 

個人情報ファイルの名称 国保総合システム（レセプト） 

行政機関等の名称 菰野町長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
住民課 

個人情報ファイルの利用目的 被保険者の医療機関受診状況管理 

記録項目 

1.加入情報（世帯主名、世帯主住所、被保険者カナ氏名、生年

月日、性別、取得・喪失日、記号番号）、2.医療機関受診情報 

記録範囲 世帯主、被保険者 

記録情報の収集方法 本人、被保険者、三重県国民健康保険団体連合会 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 三重県国民健康保険団体連合会 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）菰野町住民課 

（所在地）〒510-1292 

三重県三重郡菰野町大字潤田 1250番地 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
－ 

個人情報ファイルの種別 

■法第 60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル □有 ■無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
－ 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和４年１２月５日 
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個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】    住民課 保険年金係   １０ 

個人情報ファイルの名称 ＫＤＢシステム（国保） 

行政機関等の名称 菰野町長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
住民課 

個人情報ファイルの利用目的 被保険者の医療機関・健診受診状況管理 

記録項目 

1.加入情報（世帯主名、世帯主住所、被保険者カナ氏名、生年

月日、性別、取得・喪失日、記号番号）、2.医療機関受診情報、

3.健診受診情報 

記録範囲 世帯主、被保険者 

記録情報の収集方法 本人、被保険者、三重県国民健康保険団体連合会 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 三重県国民健康保険団体連合会 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）菰野町住民課 

（所在地）〒510-1292 

三重県三重郡菰野町大字潤田 1250番地 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
－ 

個人情報ファイルの種別 

■法第 60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル □有 ■無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
－ 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和４年１２月５日 
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個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】    住民課 保険年金係   １１ 

個人情報ファイルの名称 ヘルスサポートシステム（国保） 

行政機関等の名称 菰野町長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
住民課 

個人情報ファイルの利用目的 被保険者の医療機関・健診受診状況管理 

記録項目 

1.加入情報（世帯主名、世帯主住所、被保険者カナ氏名、生年

月日、性別、取得・喪失日、記号番号）、2.医療機関受診情報、

3.健診受診情報 

記録範囲 世帯主、被保険者 

記録情報の収集方法 本人、被保険者、三重県国民健康保険団体連合会 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 三重県国民健康保険団体連合会 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）菰野町住民課 

（所在地）〒510-1292 

三重県三重郡菰野町大字潤田 1250番地 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
－ 

個人情報ファイルの種別 

■法第 60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル □有 ■無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
－ 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和４年１２月５日 
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個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】    住民課 保険年金係   １２ 

個人情報ファイルの名称 高額療養費支給台帳（国保） 

行政機関等の名称 菰野町長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
住民課 

個人情報ファイルの利用目的 高額療養費支給事務を行うため 

記録項目 

1.加入情報（世帯主名、世帯主住所、被保険者カナ氏名、生年

月日、性別、取得・喪失日、記号番号）、2.医療機関受診情報、

3．高額療養費支給金額 

記録範囲 世帯主、被保険者 

記録情報の収集方法 本人、被保険者、三重県国民健康保険団体連合会 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先  

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）菰野町住民課 

（所在地）〒510-1292 

三重県三重郡菰野町大字潤田 1250番地 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
－ 

個人情報ファイルの種別 

■法第 60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル ■有 □無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
－ 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和４年１２月５日 
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個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】    住民課 保険年金係   １３ 

個人情報ファイルの名称 高額療養費簡素化口座登録台帳（国保） 

行政機関等の名称 菰野町長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
住民課 

個人情報ファイルの利用目的 高額療養費支給事務を行うため 

記録項目 

1.加入情報（世帯主名、世帯主住所、被保険者カナ氏名、生年

月日、性別、取得・喪失日、記号番号）、2.口座情報 

記録範囲 世帯主、被保険者 

記録情報の収集方法 本人、被保険者 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先  

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）菰野町住民課 

（所在地）〒510-1292 

三重県三重郡菰野町大字潤田 1250番地 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
－ 

個人情報ファイルの種別 

■法第 60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル ■有 □無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
－ 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和４年１２月５日 
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個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】    住民課 保険年金係   １４ 

個人情報ファイルの名称 療養費伝送システム（国保） 

行政機関等の名称 菰野町長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
住民課 

個人情報ファイルの利用目的 療養費支給事務を行うため 

記録項目 

1.加入情報（世帯主名、世帯主住所、被保険者カナ氏名、生年

月日、性別、取得・喪失日、記号番号）、2.医療機関受診情報、

3．療養費支給金額、4．口座情報 

記録範囲 世帯主、被保険者 

記録情報の収集方法 本人、被保険者、三重県国民健康保険団体連合会 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先  

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）菰野町住民課 

（所在地）〒510-1292 

三重県三重郡菰野町大字潤田 1250番地 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
－ 

個人情報ファイルの種別 

■法第 60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル ■有 □無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
－ 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和４年１２月５日 
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個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】    住民課 保険年金係   １５ 

個人情報ファイルの名称 療養費支給台帳（国保） 

行政機関等の名称 菰野町長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
住民課 

個人情報ファイルの利用目的 療養費支給事務を行うため 

記録項目 

1.加入情報（世帯主名、世帯主住所、被保険者カナ氏名、生年

月日、性別、取得・喪失日、記号番号）、2.医療機関受診情報、

3．療養費支払金額、4．口座情報 

記録範囲 世帯主、被保険者 

記録情報の収集方法 本人、被保険者、三重県国民健康保険団体連合会 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 三重県国民健康保険団体連合会 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）菰野町住民課 

（所在地）〒510-1292 

三重県三重郡菰野町大字潤田 1250番地 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
－ 

個人情報ファイルの種別 

■法第 60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル ■有 □無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
－ 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和４年１２月５日 



19 

個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】    住民課 保険年金係   １６ 

個人情報ファイルの名称 人間ドック支給台帳（国保） 

行政機関等の名称 菰野町長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
住民課 

個人情報ファイルの利用目的 人間ドック補助金支給事務を行うため 

記録項目 

1.加入情報（世帯主名、世帯主住所、被保険者カナ氏名、生年

月日、性別、取得・喪失日、記号番号）、2.医療機関受診結果

情報、3．補助金額、4．口座情報 

記録範囲 世帯主、被保険者 

記録情報の収集方法 本人、被保険者 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先  

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）菰野町住民課 

（所在地）〒510-1292 

三重県三重郡菰野町大字潤田 1250番地 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
－ 

個人情報ファイルの種別 

■法第 60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル ■有 □無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
－ 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和４年１２月５日 



20 

個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】    住民課 保険年金係   １７ 

個人情報ファイルの名称 葬祭費支給台帳（国保） 

行政機関等の名称 菰野町長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
住民課 

個人情報ファイルの利用目的 葬祭費支給事務を行うため 

記録項目 

1.加入情報（世帯主名、世帯主住所、被保険者カナ氏名、生年

月日、性別、取得・喪失日、記号番号）、2.喪主情報（氏名、

住所、電話番号、続柄）、3.口座情報 

記録範囲 国保被保険者の死亡による葬儀執行者 

記録情報の収集方法 国保被保険者の死亡による葬儀執行者 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先  

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）菰野町住民課 

（所在地）〒510-1292 

三重県三重郡菰野町大字潤田 1250番地 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
－ 

個人情報ファイルの種別 

■法第 60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル ■有 □無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
－ 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和４年１２月５日 



21 

個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】    住民課 保険年金係   １８ 

個人情報ファイルの名称 出産育児一時金支給台帳（国保） 

行政機関等の名称 菰野町長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
住民課 

個人情報ファイルの利用目的 出産育児一時金支給事務を行うため 

記録項目 

1.加入情報（世帯主名、世帯主住所、被保険者カナ氏名、生年

月日、性別、取得・喪失日、記号番号）、2.口座情報、3.医療

機関受診状況 

記録範囲 世帯主、被保険者 

記録情報の収集方法 本人、被保険者 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先  

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）菰野町住民課 

（所在地）〒510-1292 

三重県三重郡菰野町大字潤田 1250番地 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
－ 

個人情報ファイルの種別 

■法第 60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル ■有 □無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
－ 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和４年１２月５日 



22 

個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】    住民課 保険年金係   １９ 

個人情報ファイルの名称 傷病手当一時金支給リスト（国保） 

行政機関等の名称 菰野町長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
住民課 

個人情報ファイルの利用目的 傷病手当て一時金支給事務を行うため 

記録項目 

1.加入情報（世帯主名、世帯主住所、被保険者カナ氏名、生年

月日、性別、取得・喪失日、記号番号）、2.口座情報、3.給与

情報、4.コロナ感染情報 

記録範囲 世帯主、被保険者 

記録情報の収集方法 本人、被保険者、勤務先、保健所 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先  

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）菰野町住民課 

（所在地）〒510-1292 

三重県三重郡菰野町大字潤田 1250番地 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
－ 

個人情報ファイルの種別 

■法第 60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル ■有 □無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
－ 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和４年１２月５日 



23 

個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】    住民課 保険年金係   ２０ 

個人情報ファイルの名称 受付簿（未支給・障害等） （年金） 

行政機関等の名称 菰野町長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
住民課 

個人情報ファイルの利用目的 未支給年金、障害年金等の給付事務を行うため 

記録項目 

1.加入情報（被保険者カナ氏名、被保険者住所、生年月日、性

別、電話番号、基礎年金番号、個人番号）、2.医療機関受診状

況、3.口座情報、4.生活実態情報 

記録範囲 未支給年金請求者、障害年金請求者 

記録情報の収集方法 未支給年金請求者、障害年金請求者 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 日本年金機構 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）菰野町住民課 

（所在地）〒510-1292 

三重県三重郡菰野町大字潤田 1250番地 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
－ 

個人情報ファイルの種別 

■法第 60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル ■有 □無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
－ 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和４年１２月５日 



24 

個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】    住民課 保険年金係   ２１ 

個人情報ファイルの名称 年金生活者支援給付金台帳 （年金） 

行政機関等の名称 菰野町長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
住民課 

個人情報ファイルの利用目的 年金生活者支援給付金給付事務を行うため 

記録項目 

1.加入情報（被保険者カナ氏名、被保険者住所、生年月日、性

別、電話番号、基礎年金番号、個人番号） 

記録範囲 被保険者 

記録情報の収集方法 被保険者 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 日本年金機構 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）菰野町住民課 

（所在地）〒510-1292 

三重県三重郡菰野町大字潤田 1250番地 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
－ 

個人情報ファイルの種別 

■法第 60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル ■有 □無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
－ 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和４年１２月５日 



25 

個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】    住民課 保険年金係   ２２ 

個人情報ファイルの名称 国民年金総合システム 〔ミサリオ〕 

行政機関等の名称 菰野町長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
住民課 

個人情報ファイルの利用目的 国民年金の資格事務を行うため 

記録項目 

1.加入情報（世帯主名、世帯主住所、被保険者カナ氏名、生年

月日、性別、取得・喪失日、記号番号）、2.所得情報 

記録範囲 被保険者 

記録情報の収集方法 被保険者、税務課、住民基本台帳システム 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含む 

記録情報の経常的提供先  

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）菰野町住民課 

（所在地）〒510-1292 

三重県三重郡菰野町大字潤田 1250番地 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
－ 

個人情報ファイルの種別 

■法第 60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル ■有 □無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
－ 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和４年１２月５日 



26 

個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】    住民課 保険年金係   ２３ 

個人情報ファイルの名称 受付簿（異動関係） （年金） 

行政機関等の名称 菰野町長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
住民課 

個人情報ファイルの利用目的 国民年金事務を行うため 

記録項目 

1.加入情報（被保険者カナ氏名、被保険者住所、生年月日、性

別、電話番号、基礎年金番号、個人番号） 

記録範囲 被保険者 

記録情報の収集方法 被保険者 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 日本年金機構 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）菰野町住民課 

（所在地）〒510-1292 

三重県三重郡菰野町大字潤田 1250番地 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
－ 

個人情報ファイルの種別 

■法第 60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル ■有 □無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
－ 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和４年１２月５日 



27 

個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】    住民課 保険年金係   ２４ 

個人情報ファイルの名称 後期高齢者総合システム 

行政機関等の名称 菰野町長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
住民課 

個人情報ファイルの利用目的 後期高齢者医療保険事務を行うため 

記録項目 

1.加入情報（被保険者カナ氏名、被保険者住所、生年月日、性

別、取得・喪失日、被保険者番号）、2.所得情報、3.口座情報 

記録範囲 被保険者 

記録情報の収集方法 
被保険者、税務課、住民基本台帳システム、 

三重県後期高齢者広域連合 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含む 

記録情報の経常的提供先 三重県後期高齢者広域連合 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）菰野町住民課 

（所在地）〒510-1292 

三重県三重郡菰野町大字潤田 1250番地 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
－ 

個人情報ファイルの種別 

■法第 60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル ■有 □無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
－ 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和４年１２月５日 



28 

個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】    住民課 保険年金係   ２５ 

個人情報ファイルの名称 後期高齢者（グループウェア） 

行政機関等の名称 菰野町長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
住民課 

個人情報ファイルの利用目的 後期高齢者医療保険事務を行うため（連携用） 

記録項目 

1.加入情報（被保険者カナ氏名、被保険者住所、生年月日、性

別、取得・喪失日、被保険者番号） 

記録範囲 被保険者 

記録情報の収集方法 住民課、三重県後期高齢者広域連合 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 三重県後期高齢者広域連合 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）菰野町住民課 

（所在地）〒510-1292 

三重県三重郡菰野町大字潤田 1250番地 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
－ 

個人情報ファイルの種別 

■法第 60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル ■有 □無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
－ 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和４年１２月５日 



29 

個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】    住民課 保険年金係   ２６ 

個人情報ファイルの名称 後期標準システム 

行政機関等の名称 菰野町長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
住民課 

個人情報ファイルの利用目的 後期高齢者医療保険事務を行うため 

記録項目 

1.加入情報（被保険者カナ氏名、被保険者住所、生年月日、性

別、取得・喪失日、被保険者番号）、2．所得情報、3.医療機関

情報、4.口座情報 

記録範囲 被保険者 

記録情報の収集方法 住民課、三重県後期高齢者広域連合 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含む 

記録情報の経常的提供先 三重県後期高齢者広域連合 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）菰野町住民課 

（所在地）〒510-1292 

三重県三重郡菰野町大字潤田 1250番地 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
－ 

個人情報ファイルの種別 

■法第 60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル □有 ■無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
－ 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和４年１２月５日 



30 

個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】    住民課 保険年金係   ２７ 

個人情報ファイルの名称 短期証リスト（後期） 

行政機関等の名称 菰野町長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
住民課 

個人情報ファイルの利用目的 短期証発行事務を行うため 

記録項目 

1.加入情報（世被保険者カナ氏名、被保険者住所、生年月日、

性別、取得・喪失日、被保険者番号）、2.有効期限、3.収納情

報 

記録範囲 被保険者 

記録情報の収集方法 後期総合システム、後期標準システム、後期（グループウェア） 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 後期総合システム、後期標準システム、後期（グループウェア） 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）菰野町住民課 

（所在地）〒510-1292 

三重県三重郡菰野町大字潤田 1250番地 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
－ 

個人情報ファイルの種別 

■法第 60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル ■有 □無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
－ 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和４年１２月５日 



31 

個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】    住民課 保険年金係   ２８ 

個人情報ファイルの名称 第三者行為リスト（後期） 

行政機関等の名称 菰野町長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
住民課 

個人情報ファイルの利用目的 第三者行為受付事務を行うため 

記録項目 

1.加入情報（被保険者カナ氏名、被保険者住所、生年月日、性

別、取得・喪失日、被保険者番号）、2.交通事故情報、3.相手

（加害者）情報、4.任意保険情報 

記録範囲 被保険者 

記録情報の収集方法 本人、被保険者、代理人、任意保険会社 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 三重県後期高齢者広域連合 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）菰野町住民課 

（所在地）〒510-1292 

三重県三重郡菰野町大字潤田 1250番地 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
－ 

個人情報ファイルの種別 

■法第 60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル ■有 □無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
－ 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和４年１２月５日 



32 

個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】    住民課 保険年金係   ２９ 

個人情報ファイルの名称 基準収入額リスト（後期） 

行政機関等の名称 菰野町長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
住民課 

個人情報ファイルの利用目的 基準収入判定事務を行うため 

記録項目 

1.加入情報（被保険者カナ氏名、被保険者住所、生年月日、性

別、取得・喪失日、被保険者番号）、2.有効期限、3.所得情報 

記録範囲 被保険者 

記録情報の収集方法 税務課、後期総合システム 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 三重県後期高齢者広域連合 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）菰野町住民課 

（所在地）〒510-1292 

三重県三重郡菰野町大字潤田 1250番地 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
－ 

個人情報ファイルの種別 

■法第 60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル ■有 □無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
－ 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和４年１２月５日 



33 

個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】    住民課 保険年金係   ３０ 

個人情報ファイルの名称 本算定通知一覧（後期） 

行政機関等の名称 菰野町長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
住民課 

個人情報ファイルの利用目的 後期高齢者賦課事務を行うため 

記録項目 

1.加入情報（被保険者カナ氏名、被保険者住所、生年月日、性

別、取得・喪失日、被保険者番号）、2.所得情報、3.賦課情報、

4.口座情報 

記録範囲 被保険者 

記録情報の収集方法 税務課、後期総合システム、後期標準システム 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 三重県後期高齢者広域連合 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）菰野町住民課 

（所在地）〒510-1292 

三重県三重郡菰野町大字潤田 1250番地 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
－ 

個人情報ファイルの種別 

■法第 60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル □有 ■無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
－ 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和４年１２月５日 



34 

個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】    住民課 保険年金係   ３２ 

個人情報ファイルの名称 コロナ減免申請リスト（後期） 

行政機関等の名称 菰野町長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
住民課 

個人情報ファイルの利用目的 減免事務を行うため 

記録項目 

1.加入情報（被保険者カナ氏名、被保険者住所、生年月日、性

別、取得・喪失日、被保険者番号）、2.事業収入等収入情報（前

年・申請該当年） 

記録範囲 被保険者 

記録情報の収集方法 被保険者、税務課 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 三重県後期高齢者広域連合 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）菰野町住民課 

（所在地）〒510-1292 

三重県三重郡菰野町大字潤田 1250番地 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
－ 

個人情報ファイルの種別 

■法第 60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル ■有 □無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
－ 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和４年１２月５日 



35 

個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】    住民課 保険年金係   ３３ 

個人情報ファイルの名称 〔滞納関係〕執行停止リスト（後期） 

行政機関等の名称 菰野町長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
住民課 

個人情報ファイルの利用目的 滞納事務を行うため 

記録項目 

1.加入情報（被保険者カナ氏名、被保険者住所、生年月日、性

別、取得・喪失日、被保険者番号）、2.収納情報、3.金融機関

情報 

記録範囲 被保険者 

記録情報の収集方法 被保険者、税務課、金融機関 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 三重県後期高齢者広域連合 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）菰野町住民課 

（所在地）〒510-1292 

三重県三重郡菰野町大字潤田 1250番地 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
－ 

個人情報ファイルの種別 

■法第 60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル ■有 □無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
－ 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和４年１２月５日 



36 

個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】    住民課 保険年金係   ３４ 

個人情報ファイルの名称 〔滞納関係〕催告書リスト（後期） 

行政機関等の名称 菰野町長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
住民課 

個人情報ファイルの利用目的 滞納事務を行うため 

記録項目 

1.加入情報（被保険者カナ氏名、被保険者住所、生年月日、性

別、取得・喪失日、被保険者番号）、2.収納情報 

記録範囲 被保険者 

記録情報の収集方法 被保険者 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 三重県後期高齢者広域連合 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）菰野町住民課 

（所在地）〒510-1292 

三重県三重郡菰野町大字潤田 1250番地 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
－ 

個人情報ファイルの種別 

■法第 60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル ■有 □無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
－ 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和４年１２月５日 



37 

個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】    住民課 保険年金係   ３５ 

個人情報ファイルの名称 〔滞納関係〕最終催告書リスト（後期） 

行政機関等の名称 菰野町長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
住民課 

個人情報ファイルの利用目的 滞納事務を行うため 

記録項目 

1.加入情報（被保険者カナ氏名、被保険者住所、生年月日、性

別、取得・喪失日、被保険者番号）、2.収納情報 

記録範囲 被保険者 

記録情報の収集方法 被保険者 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 三重県後期高齢者広域連合 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）菰野町住民課 

（所在地）〒510-1292 

三重県三重郡菰野町大字潤田 1250番地 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
－ 

個人情報ファイルの種別 

■法第 60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル ■有 □無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
－ 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和４年１２月５日 



38 

個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】    住民課 保険年金係   ３６ 

個人情報ファイルの名称 〔滞納関係〕不納欠損リスト（後期） 

行政機関等の名称 菰野町長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
住民課 

個人情報ファイルの利用目的 滞納事務を行うため 

記録項目 

1.加入情報（被保険者カナ氏名、被保険者住所、生年月日、性

別、取得・喪失日、被保険者番号）、2.収納情報 

記録範囲 被保険者 

記録情報の収集方法 被保険者 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 三重県後期高齢者広域連合 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）菰野町住民課 

（所在地）〒510-1292 

三重県三重郡菰野町大字潤田 1250番地 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
－ 

個人情報ファイルの種別 

■法第 60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル ■有 □無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
－ 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和４年１２月５日 



39 

個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】    住民課 保険年金係   ３７ 

個人情報ファイルの名称 福祉医療総合システム 〔ミサリオ〕 

行政機関等の名称 菰野町長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
住民課 

個人情報ファイルの利用目的 福祉医療助成事務を行うため 

記録項目 

1.対象者情報（世帯主名、世帯主住所、対象者カナ氏名、生年

月日、性別、電話番号、取得・喪失日、受給者番号）、2.所得

情報、3.口座情報、4.加入保険情報、5.医療機関情報 

記録範囲 助成対象者 

記録情報の収集方法 
助成対象者、扶養義務者、税務課、住民基本台帳システム、 

三重県国民健康保険団体連合会、社会保険診療報酬支払基金 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含む 

記録情報の経常的提供先 三重県国民健康保険団体連合会 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）菰野町住民課 

（所在地）〒510-1292 

三重県三重郡菰野町大字潤田 1250番地 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
－ 

個人情報ファイルの種別 

■法第 60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル ■有 □無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
－ 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和４年１２月５日 



40 

個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】    住民課 保険年金係   ３８ 

個人情報ファイルの名称 福祉連携システム 

行政機関等の名称 菰野町長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
住民課 

個人情報ファイルの利用目的 福祉医療助成事務を行うため 

記録項目 

1.対象者情報（世帯主名、世帯主住所、対象者カナ氏名、生年

月日、性別、電話番号、取得・喪失日、受給者番号）、2.所得

情報、3.口座情報、4.加入保険情報、5.医療機関情報 

記録範囲 助成対象者 

記録情報の収集方法 三重県国民健康保険団体連合会 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含む 

記録情報の経常的提供先 三重県国民健康保険団体連合会 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）菰野町住民課 

（所在地）〒510-1292 

三重県三重郡菰野町大字潤田 1250番地 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
－ 

個人情報ファイルの種別 

■法第 60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル □有 ■無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
－ 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和４年１２月５日 



41 

個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】    住民課 保険年金係   ３９ 

個人情報ファイルの名称 助成額一覧（連名簿、ＣＤ） 

行政機関等の名称 菰野町長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
住民課 

個人情報ファイルの利用目的 福祉医療助成事務を行うため 

記録項目 

1.対象者情報（世帯主名、世帯主住所、対象者カナ氏名、生年

月日、性別、電話番号、取得・喪失日、受給者番号）、2.加入

保険情報、3.医療機関情報、4.助成金額 

記録範囲 助成対象者 

記録情報の収集方法 社会保険診療報酬支払基金 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先  

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）菰野町住民課 

（所在地）〒510-1292 

三重県三重郡菰野町大字潤田 1250番地 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
－ 

個人情報ファイルの種別 

■法第 60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル □有 ■無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
－ 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和４年１２月５日 



42 

個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】    住民課 保険年金係   ４０ 

個人情報ファイルの名称 個人番号検索者一覧（福祉医療） 

行政機関等の名称 菰野町長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
住民課 

個人情報ファイルの利用目的 福祉医療助成事務を行うため 

記録項目 

1.対象者情報（世帯主名、世帯主住所、対象者カナ氏名、生年

月日、性別、電話番号、取得・喪失日、受給者番号） 

記録範囲 助成対象者 

記録情報の収集方法 住民課 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先  

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）菰野町住民課 

（所在地）〒510-1292 

三重県三重郡菰野町大字潤田 1250番地 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
－ 

個人情報ファイルの種別 

■法第 60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル ■有 □無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
－ 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和４年１２月５日 



43 

個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】    住民課 保険年金係   ４１ 

個人情報ファイルの名称 介護総合システム 

行政機関等の名称 菰野町長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
住民課 

個人情報ファイルの利用目的 介護保険賦課事務を行うため 

記録項目 

1.加入情報（被保険者カナ氏名、被保険者住所、生年月日、性

別、取得・喪失日、被保険者番号）、2.所得情報、3.口座情報 

記録範囲 被保険者 

記録情報の収集方法 税務課、住民基本台帳システム、他市町 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含む 

記録情報の経常的提供先 他市町 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）菰野町住民課 

（所在地）〒510-1292 

三重県三重郡菰野町大字潤田 1250番地 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
－ 

個人情報ファイルの種別 

■法第 60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル ■有 □無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
－ 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和４年１２月５日 



44 

個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】    住民課 保険年金係   ４２ 

個人情報ファイルの名称 伝送通信ソフト（年特・連合会用） 

行政機関等の名称 菰野町長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
住民課 

個人情報ファイルの利用目的 介護保険事務を行うため 

記録項目 

1.加入情報（被保険者カナ氏名、被保険者住所、生年月日、性

別、取得・喪失日、被保険者番号）、2.所得情報、3.年金情報 

記録範囲 被保険者 

記録情報の収集方法 三重県国民健康保険団体連合会 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先  

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）菰野町住民課 

（所在地）〒510-1292 

三重県三重郡菰野町大字潤田 1250番地 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
－ 

個人情報ファイルの種別 

■法第 60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル □有 ■無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
－ 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和４年１２月５日 



45 

個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】    住民課 保険年金係   ４３ 

個人情報ファイルの名称 仮算定・本算定通知一覧（介護） 

行政機関等の名称 菰野町長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
住民課 

個人情報ファイルの利用目的 介護保険賦課事務を行うため 

記録項目 

1.加入情報（被保険者カナ氏名、被保険者住所、生年月日、性

別、取得・喪失日、被保険者番号）、2.所得情報、3.賦課情報、

4.口座情報 

記録範囲 被保険者 

記録情報の収集方法 税務課、健康福祉課、介護総合システム 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 三重県後期高齢者広域連合 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）菰野町住民課 

（所在地）〒510-1292 

三重県三重郡菰野町大字潤田 1250番地 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
－ 

個人情報ファイルの種別 

■法第 60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル □有 ■無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
－ 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和４年１２月５日 



46 

個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】    住民課 保険年金係   ４４ 

個人情報ファイルの名称 個人番号検索者一覧（介護） 

行政機関等の名称 菰野町長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
住民課 

個人情報ファイルの利用目的 介護保険賦課事務を行うため 

記録項目 

1.加入情報（被保険者カナ氏名、被保険者住所、生年月日、性

別、取得・喪失日、被保険者番号） 

記録範囲 被保険者 

記録情報の収集方法 住民課 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先  

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）菰野町住民課 

（所在地）〒510-1292 

三重県三重郡菰野町大字潤田 1250番地 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
－ 

個人情報ファイルの種別 

■法第 60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル □有 ■無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
－ 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和４年１２月５日 



47 

個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】    住民課 保険年金係   ４５ 

個人情報ファイルの名称 生活保護受給者一覧（介護） 

行政機関等の名称 菰野町長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
住民課 

個人情報ファイルの利用目的 介護保険賦課事務を行うため 

記録項目 

1.加入情報（被保険者カナ氏名、被保険者住所、生年月日、性

別、電話番号、取得・喪失日、被保険者番号）、2.生活保護情

報 

記録範囲 被保険者 

記録情報の収集方法 被保険者、健康福祉課、生活保護実施機関 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先  

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）菰野町住民課 

（所在地）〒510-1292 

三重県三重郡菰野町大字潤田 1250番地 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
－ 

個人情報ファイルの種別 

■法第 60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル ■有 □無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
－ 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和４年１２月５日 



48 

個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】    住民課 保険年金係   ４６ 

個人情報ファイルの名称 コロナ減免申請リスト（介護） 

行政機関等の名称 菰野町長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
住民課 

個人情報ファイルの利用目的 減免事務を行うため 

記録項目 

1.加入情報（被保険者カナ氏名、被保険者住所、生年月日、性

別、取得・喪失日、被保険者番号）、2.事業収入等収入情報（前

年・申請該当年） 

記録範囲 被保険者 

記録情報の収集方法 被保険者、税務課 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先  

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）菰野町住民課 

（所在地）〒510-1292 

三重県三重郡菰野町大字潤田 1250番地 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
－ 

個人情報ファイルの種別 

■法第 60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル ■有 □無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
－ 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和４年１２月５日 



49 

個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】    住民課 保険年金係   ４７ 

個人情報ファイルの名称 〔滞納関係〕執行停止リスト（介護） 

行政機関等の名称 菰野町長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
住民課 

個人情報ファイルの利用目的 滞納事務を行うため 

記録項目 

1.加入情報（被保険者カナ氏名、被保険者住所、生年月日、性

別、取得・喪失日、記号番号）、2.収納情報、3.金融機関情報 

記録範囲 被保険者 

記録情報の収集方法 被保険者、税務課、金融機関 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先  

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）菰野町住民課 

（所在地）〒510-1292 

三重県三重郡菰野町大字潤田 1250番地 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
－ 

個人情報ファイルの種別 

■法第 60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル ■有 □無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
－ 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和４年１２月５日 



50 

個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】    住民課 保険年金係   ４８ 

個人情報ファイルの名称 〔滞納関係〕催告書リスト（介護） 

行政機関等の名称 菰野町長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
住民課 

個人情報ファイルの利用目的 滞納事務を行うため 

記録項目 

1.加入情報（被保険者カナ氏名、被保険者住所、年月日、性別、

取得・喪失日、被保険者番号）、2.収納情報 

記録範囲 被保険者 

記録情報の収集方法 被保険者 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先  

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）菰野町住民課 

（所在地）〒510-1292 

三重県三重郡菰野町大字潤田 1250番地 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
－ 

個人情報ファイルの種別 

■法第 60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル ■有 □無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
－ 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和４年１２月５日 



51 

個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】    住民課 保険年金係   ４９ 

個人情報ファイルの名称 〔滞納関係〕最終催告書リスト（介護） 

行政機関等の名称 菰野町長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
住民課 

個人情報ファイルの利用目的 滞納事務を行うため 

記録項目 

1.加入情報（被保険者カナ氏名、被保険者住所、生年月日、性

別、取得・喪失日、被保険者番号）、2.収納情報 

記録範囲 被保険者 

記録情報の収集方法 被保険者 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先  

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）菰野町住民課 

（所在地）〒510-1292 

三重県三重郡菰野町大字潤田 1250番地 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
－ 

個人情報ファイルの種別 

■法第 60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル ■有 □無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
－ 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和４年１２月５日 



52 

個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】    住民課 保険年金係   ５０ 

個人情報ファイルの名称 〔滞納関係〕不納欠損リスト（介護） 

行政機関等の名称 菰野町長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
住民課 

個人情報ファイルの利用目的 滞納事務を行うため 

記録項目 

1.加入情報（被保険者カナ氏名、被保険者住所、生年月日、性

別、取得・喪失日、被保険者番号）、2.収納情報 

記録範囲 被保険者 

記録情報の収集方法 被保険者 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先  

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）菰野町住民課 

（所在地）〒510-1292 

三重県三重郡菰野町大字潤田 1250番地 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
－ 

個人情報ファイルの種別 

■法第 60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル ■有 □無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
－ 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和４年１２月５日 


